
宇治市少年補導委員会設置規則に基づいて活動しています！

宇治少年補導委員会設置規則
 昭和56年10月30日
 教育委員会規則第23号
＜抜粋＞
（目的及び設置）
　第１条　 地域における非行防止及び社会環境浄化活動を推進し、もって青少年の健全な育成を図るため、宇治市少年補導委員

（以下「補導委員」という。）を置く。
（職務）
　第２条　補導委員は、次の各号に定める職務を行うものとする。
　　　　⑴　街頭補導活動に関すること。
　　　　⑵　社会環境浄化活動に関すること。
　　　　⑶　青少年の健全な育成に係る啓発活動に関すること。
　　　　⑷　青少年健全育成活動への参加及び協力に関すること。
（委嘱）
　第３条　 補導委員は、前条に規定する職務を遂行するのに必要な識見及び経験を有すると認められる者のうちから教育委員会

が委嘱する。
（服務）
　第５条　 補導委員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従うとともに、相互の連絡を密にし、協力しなければならない。
　　　　　２　補導委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
　　　　　３　補導委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

宇治市少年補導委員会とは？宇治市少年補導委員会とは？宇治市少年補導委員会とは？宇治市少年補導委員会とは？

※右の二次元コードを読み込むと宇治市少年補導委員会のＨＰにアクセスします。

第27号
発行者

宇治市少年補導委員会　
代表者　藤田 佳廣

事務局
宇治市教育委員会
教育支援課内※右の二次元コ ドを読み込むと宇治市少年補導委員会のＨＰにアクセスします

令
和
七
年
度
の
活
動
を
振
り
返
っ
て

早
春
の
候
、
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
益
々
ご
健

勝
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。
平
素
は
宇
治

市
少
年
補
導
委
員
会
の
取
り
組
み
に
ご
理
解
と
ご
協

力
を
賜
り
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
一
年
の
活
動
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す

と
、
街
頭
補
導
と
し
ま
し
て
は
各
校
区
で
の
定
期
パ

ト
ロ
ー
ル
と
市
内
を
四
ブ
ロ
ッ
ク
化
し
警
察
と
共
同

で
の
地
域
重
点
施
設
の
パ
ト
ロ
ー
ル
や
子
ど
も
た
ち

の
登
下
校
の
見
守
り
を
実
施
。
環
境
浄
化
活
動
で

は
市
内
の
携
帯
販
売
店
や
コ
ン
ビ
ニ
店
、
書
店
、
ゲ
ー

ム
販
売
店
、
カ
ラ
オ
ケ
店
を
訪
問
し
営
業
者
の
皆
様

に
有
害
物
の
販
売
や
深
夜
時
間
（
午
後
11
時
以
降
）

の
立
ち
寄
り
や
蝟
集
へ
の
注
意
喚
起
呼
び
か
け
を
行

い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
安
全
、
安
心
を
守
る

活
動
と
し
て
は
学
校
、
育
友
会
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
地
域
の

各
種
団
体
と
の
連
携
を
図
る
活
動
と
し
て
中
学
校
ブ

ロ
ッ
ク
単
位
で
の
地
域
懇
談
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

ま
た
、
地
域
特
有
の
問
題
点
の
共
有
を
図
り
、
自

己
研
鑽
と
し
て
総
会
後
の
研
修
で
宇
治
署
生
活
安
全

課
長
よ
り
地
域
の
現
況
報
告
を
頂
き
、
青
少
年
の

刑
法
犯
が
前
年
比
増
加
し
て
い
る
旨
の
報
告
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
管
外
研
修
で
は
交
野
市
の
交
野
女
学

院
で
矯
正
教
育
施
設
を
見
学
し
非
行
防
止
活
動
の

重
要
性
を
学
び
ま
し
た
。

今
年
度
の
私
た
ち
の
活
動
か
ら
見
え
て
き
た
も
の

は
近
年
の
傾
向
と
し
て
私
た
ち
の
目
に
留
ま
る
子
ど

も
た
ち
の
姿
と
し
て
は
学
校
の
登
下
校
の
時
間
程
度

で
下
校
後
の
子
ど
も
た
ち
は
塾
や
習
い
事
等
に
忙
し

く
、
他
の
時
間
は
携
帯
端
末
を
使
っ
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利

用
し
て
い
る
と
い
う
姿
で
す
。
よ
っ
て
、
子
ど
も
た

ち
に
入
る
情
報
は
真
実
で
あ
れ
嘘
で
あ
れ
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を

通
じ
て
入
り
、
携
帯
に
よ
る
現
代
の
井
戸
端
会
議

が
「
い
じ
め
」
の
一
翼
を
担
っ
て
い
ま
す
。
最
近
で

は
集
団
暴
力
の
映
像
が
拡
散
炎
上
し
加
害
者
、
被

害
者
双
方
の
個
人
情
報
が
さ
ら
け
出
さ
れ
ま
し
た
。

米
国
で
は
Ａ
Ｉ
悪
用
の
偽
り
情
報
の
拡
散
や
自
殺
の

助
長
な
ど
が
社
会
問
題
化
し
て
い
ま
す
。
気
軽
な

気
持
ち
で
の
写
真
の
Ｕ
Ｐ
で
悪
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
保
護

者
だ
け
で
な
く
皆
で
携
帯
の
扱
い
方
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
喫
煙
行

為
で
す
。
大
人
ぶ
っ
て
煙
草
に
興
味
を
示
す
の
で
す

が
、
喫
煙
行
為
は
非
行
の
扉
を
開
け
る
き
っ
か
け
と

な
り
、
大
麻
な
ど
に
手
を
染
め
る
危
険
性
が
高
く
な

り
ま
す
。
最
近
で
は
「
加
熱
式
た
ば
こ
」
や
「
電

子
た
ば
こ
」
が
出
回
っ
て
お
り
、
見
か
け
に
よ
る
喫

煙
判
断
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

以
上
の
様
な
現
況
で
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
と
言

え
ば
従
来
通
り
に
愚
直
に
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
、

子
ど
も
た
ち
や
保
護
者
に
そ
の
姿
を
見
て
も
ら
う
こ

と
で
子
ど
も
た
ち
に
「
私
の
周
り
に
は
私
を
見
守
っ

て
く
れ
て
い
る
、
相
談
で
き
る
人
た
ち
が
い
る
」
と

感
じ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
宇
治

市
を
安
心
、
安
全
な
街
と
す
る
た
め
に
皆
様
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

結
び
に
あ
た
り
、
市
民
の
皆
様
、
各
種
団
体
の

皆
様
、
そ
し
て
宇
治
市
補
導
委
員
会
の
皆
様
の
益
々

の
ご
活
躍
と
ご
健
康
、
ご
多
幸
を
願
い
ご
挨
拶
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
あ
い
さ
つ

　
　
　
　
　
宇
治
市
少
年
補
導
委
員
会　

会
長　

藤
田
佳
廣

おめでとうございますおめでとうございます ー青少年の健全育成に貢献ー

令和６年度
笠　　取小校区　　多田富起男　委員
南 小 倉小校区　　中川江三子　委員
南 小 倉小校区　　松本　昌恵　委員
笠　　取小校区　　村上　育夫　委員
宇　　治小校区　　村田　卓正　委員

令和７年度
大久保小校区　　嶋　　和美　委員
大久保小校区　　鳥居　里美　委員
南小倉小校区　　西村　典子　委員

宇治市青少年健全育成感謝状宇治市青少年健全育成感謝状

会　　長　藤田　佳廣
副 会 長　西出美恵子 ・ 内田　　徹
　 〃 　　松元　誠司 ・ 鳥居　里美
会　　計　池本　栄子
監査委員　西川千香子 ・ 蔀　　正永
研修部長　森野　有美
広報部長　坂川　道夫
顧　　問　嶌　　繁行 ・ 蔀　　正永

令和 6・7年度　役員等 令和 6・7年度　各小学校区代表者
菟　　道小校区 梅村　岳伸
菟道第二小校区 塩見　惠子
神　明　小校区 富安　裕美
槇　島　小校区 森野　有美
北 槇 島小校区 田中　康生
小　倉　小校区 池本　栄子
伊 勢 田小校区 西川　友康

西 小 倉小校区 門脇　洋子
北 小 倉小校区 高嶋利一郎
南 小 倉小校区 西村　典子
大 久 保小校区 鳥居　里美
大　　開小校区 坂川　道夫
西大久保小校区 中澤　敬治
宇　　治小校区 嶌　　繁行

三 室 戸小校区 松元　誠司
南　　部小校区 革島　利信
岡　　屋小校区 速見　信行
木　　幡小校区 松峯　　茂
御 蔵 山小校区 鳥羽弥惠子
笠　　取小校区 久世谷幸治

辞
書
で
引
く
と
「
天
の
北

極
に
最
も
近
い
星
。
こ
ぐ
ま
座

の
主
星
。
方
位
を
定
め
る
指

針
に
な
る
。」
と
あ
り
、「
宇
治

市
少
年
補
導
委
員
会
だ
よ
り
」

が
市
民
版
と
し
て
発
刊
さ
れ

る
際
、
航
行
中
の
船
舶
や
山
中
の
登
山
家
が
道
に
迷
っ
た
と
き

は
北
極
星
を
頼
り
に
軌
道
修
正
し
て
、
目
的
地
に
た
ど
り
着
い

た
と
い
う
言
い
伝
え
に
ち
な
ん
で
、
健
全
育
成
の
道
し
る
べ
と

し
て
ネ
ー
ミ
ン
グ
し
た
も
の
で
す
。

令和７年度　活動方針令和７年度　活動方針
１　補導体制の充実
　　⑴　街頭補導を中心とした補導活動を強化し、少年非行の未然防止に努める。
　　⑵　状況に即した集中的・広域的な街頭補導を実施し効率化を図る。
　　⑶　関係機関・団体及び各学校との連携を密にし、全市的補導活動を展開する。
　　⑷　校区ごとに各学期の補導計画を立て、補導委員相互の連携を密にし、補導活動の充実を図る。
　　⑸　研修、広報活動を充実し、補導委員の資質・技術の向上を図る。

２　環境浄化の推進
　　⑴ 　京都府「青少年の健全な育成に関する条例」の趣旨に沿い、関係者及び関係業者に対し、青少年の健全な

育成のための理解と協力を求める。
　　⑵　地域における社会環境状況を正確に把握するため、定期的に環境状況調査を実施する。

３　啓発活動の強化
　　⑴　各強調月間（７月・11月）の趣旨を踏まえ、市民ぐるみの青少年健全育成啓発活動を実施する。
　　⑵　児童・少年問題に対する市民意識の醸成を図る。

４　子どもの安全・安心を守る活動の推進
　 　各学校・育友会（PTA）並びに、地域の青少年健全育成団体や警察等関係機関との連携を図りながら、子ど
もたちの安全確保に努める。

編 集 後 記
本年度も、宇治市少年補導委員会の活動を
まとめた年報「北極星」を無事に発行するこ
とができました。
日頃より青少年の健全育成にご尽力いただ
いております少年補導委員の皆様をはじめ、
関係機関・地域の皆様に心より感謝申し上げ
ます。
本年も巡回活動や声かけ運動、関係機関と
の連携などを通じて、地域ぐるみで青少年を
見守る取組を進めてまいりました。社会環境
が変化する中、子どもたちを取り巻く状況も
多様化しておりますが、引き続き地域との協
働を大切にしながら活動を充実させてまいり
ます。
本年報が、今後の活動の一助となれば幸い
です。
 坂川 道夫

宇治市教育委員会教育支援課

井上 宜久 （課長）
辻本 直文 （副課長）
佐野 雅俊 （家庭地域支援係長）
粕谷 祐次 （家庭地域支援係主任）
園部 敏英 （青少年専門指導員）

あなたも少年補導活動に
参加してみませんか！！

少年補導委員は、
各校区毎に補導パトロール
（青色防犯パトロール）、
環境浄化活動、地域懇談会の
開催等を行っています。

宇治市教育委員会教育支援課
TEL 0774-20-8766

※お問い合わせは、
宇治市少年補導委員会事務局まで👇

市政功労者感謝状市政功労者感謝状

令和６年度

宇　　治小校区　秋枝　路子 委員
小　　倉小校区　池本　栄子 委員
槇　　島小校区　岡本　里美 委員
北 小 倉小校区　櫻田　正彦 委員
御 蔵 山小校区　篠　美矢子 委員
宇　　治小校区　白谷　吉弘 委員
宇　　治小校区　墨谷まゆみ 委員
岡　　屋小校区　竹下　由美 委員

御 蔵 山小校区　鳥羽弥惠子 委員
西大久保小校区　中澤　敬治 委員
大 久 保小校区　中谷　延子 委員
菟 道 二小校区　西村　　裕 委員
小　　倉小校区　森　ひとみ 委員

令和７年度

菟　　道小校区　梅村　岳伸 委員
西 小 倉小校区　門脇　洋子 委員

菟 道 二小校区　北村　雪江 委員
北 小 倉小校区　小林　義雄 委員
南 小 倉小校区　瀧谷由紀子 委員
大　　開小校区　野村　久雄 委員
南 小 倉小校区　福嶋　宏子 委員
南　　部小校区　細見　忠幸 委員
神　　明小校区　皆谷美佐子 委員
三 室 戸小校区　森田　昌扶 委員

北　極　星 令和 8年３月（1） 北　極　星令和 8年３月 （4）



※ 青色防犯パトロールとは、自動車に青色回転灯を装
着して地域の自主防犯パトロールを行う活動をいい
ます。宇治市少年補導委員会では、
令和８年３月末現在で13台が登録さ
れています。

ブロック補導活動ブロック補導活動

※９月10日（水）に予定していた槇島ブロックの補導は雨天のため中止となりました。

金比羅祭りブロック補導
令和７年７月10日（木）に神明、伊
勢田、大久保、大開、西大久保のブ
ロック補導活動として、金比羅祭り
の街頭補導を実施しました。当日は、
露店の出店がありませんでしたが、
合同で周辺を見回り、また各校区に
戻ってパトロールをしました。

小倉ブロック補導
令和７年８月29日（金）に
小倉、北小倉、西小倉、南
小倉のブロック補導を宇治
警察署、南部サポートセン
ターの協力を得て実施しま
した。

菟道ブロック補導
令和７年10月３日（金）に
菟道、菟二、南部、三室戸
のブロック補導活動を宇治
治警察署、南部サポートセ
ンター、東宇治交番の協力
を得て、アルプラザ宇治東
店で実施しました。

木幡ブロック補導
令和７年11月３日（月・祝）
に宇治、岡屋、木幡、御
蔵山、笠取のブロックの
補導を宇治警察署、南部
サポートセンターの協
力を得て、昨年に続き
MOMOテラスにて実施
しました。

社会環境浄化活動

実施場所等
まんが喫茶、インターネットカフェ、カラオケボックス、個室ビデオ店、ゲームセンター、ゲームソフト取扱店、
書店＝有害図書類販売等の禁止・一般図書類と有害著書類の陳列区別、コンビニ＝深夜の出入り・たばこ、酒販売・
有害図書、類販売等の禁止・一般図書類と有害著書類の陳列区別、刃物取扱店＝有害玩具販売制限

京都府では、毎年７月を「青少年の非行・被害防止全国強調月間」として定め、強調月間の取り組みの一つとして青少年等社
会環境実態調査活動を実施しています。宇治市少年補導委員会としては、令和７年７月１日（火）～８月31日（日）に校区毎
で活動しました。

令和７年６月５日（木）あがた祭の街頭補導活
動を実施しました！当日は、「ゆめりあうじ」
を本部として、委員、事務局をあわせ、60名
が活動しました。

令和７年７月１日（火）～７月18日（金）の期間に宇治市内の各中学校区において、青少年の健全育成を目指して活動する方々が、
問題行動の解決を図るべく一堂に会し、意見交流を行い、地域での連携を深めるために実施しました。10会場あわせて512名（少
補／98名、育友会（ＰＴＡ）／137名、学校／147名、保護司・民生委員等／130名）の参加があり、充実した意見交流ができました。

地域での連携を深めるために地域懇談会を開催しました！

7/1 木幡中学校区

7/14 黄檗中学校区

7/4 広野中学校区

7/15 宇治中学校区

7/4 西小倉中学校区

7/15 北宇治中学校区

7/7 東宇治中学校区

7/16 西宇治中学校区

7/7 槇島中学校区

7/18 南宇治中学校区

年末補導活動奨励日

令和７年12月12日（金）にコーナンJR宇治駅北店の駐車場
に青パト11台が集結し、宇治警察署のご協力のもと活動し
ました。

年始補導出発式

令和８年１月10日（土）松村宇治市長、井上宇治警察署長、
木上教育長を来賓としてお招きし、市役所正面玄関にて年始
恒例の補導活動出発式を実施しました。当日は、宇治市全校
区より少年補導委員50名が参加し、式後は、青パトによる
活動を全員で見送りました。

令和７年10月14日（火）、交野女子学院とパナソ
ニックミュージアムへの管外研修を実施しまし
た。交野女子学院では、施設についての説明を受
け、内部の見学をしました。出席した委員からの
質問にも丁寧に応答していただき、充実した研修
となりました。

管外研修に行ってきました

令 和 ７ 年 度 の 活 動 報 告

令和７年５月13日（火）に宇治市生涯
学習センターに於いて、令和７年度の
総会を開催し、昨年度の報告と今年度
の活動方針等を提案しました。また、
総会後には宇治警察署の柞木生活安全
課長を講師に招き、研修会を実施しま
した。

総会を開催

令和８年２月21日（土）にアクトパル宇治で、全体交流
会としてグラウンドゴルフ大会を行い、成績に関係なく
親睦を深め、とても楽しい交流会となりました。

北　極　星 令和 8年３月（3） 北　極　星令和 8年３月 （2）


